
令和8年度の国民健康保険税

◆令和8年度の国民健康保険税の課税区分と税率

※１ １8歳未満被保険者とは、18歳に達する日以後最初の3 月31 日までのこども（＝高校生年代までのこども） のことです。
※２ 子ども・子育て支援納付金課税分については、本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の拠出額が増えな

いよう、18歳未満被保険者にかかる均等割額を10割軽減し、「18歳未満被保険者を除いた18歳以上被保険者数」に応じて按分します
（まず、 18歳未満被保険者にかかる均等割総額について、低所得者軽減等に要する額を控除した上で、その残額を18歳以上被保険者
に賦課）。

令和8年3月定例会
3月6日 教育民生常任委員会資料

基礎課税分
(医療分)

（課税限度額66万円）

後期高齢者
支援金等課税分

（課税限度額26万円）

介護納付金
課税分

（課税限度額１７万円）

所得割

７．０１％

均等割

23,200円

平等割

20,000円

所得割

2．３％

均等割

９,600円

所得割

1．83％

均等割

16,４00円

子ども・子育て支援納付金課税分

（課税限度額●万円）

所得割

０．２４％

均等割

所得割

０．２４％

均等割

1,700円

18歳以上均等割

100円

+
18歳以上被保険者18歳未満被保険者(※1)

※令和8年度より新設

10割軽減（※2）
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